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1― 日本は不眠大国
　日本は「不眠大国」と呼ばれることがあ

る。平均睡眠時間はOECD加盟国の中で

一番短く、近年においても睡眠時間の短

縮は止まらない［図表］。厚生労働省「平成

29年国民健康・栄養調査」によると、働く

世代（20～59歳）の約3割が慢性的な睡

眠不足に陥っている。

　不眠は、生活習慣病や精神病など様々

な病気の原因となることが指摘されてい

る。世界保健機関（WHO）が2018年6月

に公表した国際疾病分類の第11回改訂

（ICD11）では、新たに「睡眠・覚醒障害」が

新章として追加され、世界的に睡眠が重要

視されている。しかし、日本人の睡眠に対

する理解は決して進んでいるとは言えな

い。日本人は不眠であっても医療機関を受

診せず、アルコール飲用により対処してい

る割合が高いという調査もある。

 

2― 不眠に対する企業の取り組み
　従業員の睡眠改善に取り組もうという

企業の動きが広がりつつある。ある研究 
*1では、従業員1人当たりのプレゼンティ

ズム（出勤していながらも、体調不良やメ

ンタルヘルス不調などが原因で、パフォー

マンスが低下している状態）による損失は

年間約34万円に達し、そのうちの2番目

に大きい要因が不眠であることが示され

た。企業は従業員の睡眠改善に取り組む

ことで生産性向上、不眠を原因とした病気

の予防により業績向上を図る。

　確かに、厚生労働省「平成27年国民健

康・栄養調査」によると、働く世代におけ

る睡眠の妨げとなっている最大の原因は

「仕事」であり、睡眠改善には企業の協力

が必須であると言える。しかし、企業が従

業員の睡眠改善に直接取り組むことは難

しい。睡眠は完全に業務時間外のことで

あり、プライバシーの点から企業が管理す

ることは容易ではない。さらには、理想的

な睡眠は個人によって異なるため、禁煙な

どのようにこうしたほうがよいという明確

な解が示しづらい。

　そうした中、企業は、長時間労働の是正

などの働き方改革を通じて、従業員の睡

眠改善へ取り組もうと試みる。厚生労働省

「平成29年版過労死等防止対策白書」によ

ると、労働時間が長くなるほど睡眠時間の

充足状況が悪化することから、長時間労働

の是正は睡眠改善に一定の効果が見込め

るだろう。しかしながら、組織一律の働き

方改革による間接的な取り組みだけでは

不十分だ。睡眠改善のためには、職場での

ストレス軽減、通勤時間の短縮に向けた環

境整備（在宅勤務の導入など）、業務量の

平準化等、多岐にわたる取り組みが必要だ。

また、育児や介護など従業員ごとによって

生活環境が異なるため、よりきめ細やかな

対応が必要となる。一律にここまで労働時

間を減らせばよいという基準はない。

3―健康経営としての不眠対策
　健康経営*2の一環として、直接、睡眠改

善を目標に取り組む企業が現れ始めてい

る。例えば、ウエディング事業を展開する

CRAZYは、2018年10月10日から、社員

の睡眠に応じて報酬を支払う「睡眠報酬

制度」を導入した。スマホアプリで睡眠時

間を測定し、1週間で6時間以上の睡眠を

5日以上確保した場合にインセンティブを

与えるというものだ。

　こうした取り組みを可能にするのが技

術革新だ。IoTデバイスや解析ソフトの進

歩により、従業員ごとに健康状態、睡眠時

間・質の測定等が出来るようになってきた。

2018年4月には、繊維大手の帝人が企

業向けに睡眠向上のためのサービス提供

を始めた。アンケートとウェアラブル端末、

スマホアプリを活用することで、従業員そ

れぞれが抱えている睡眠の課題に応じた

独自の解決策を示すことが出来る。

　不眠対策については、従来の労働時間

の短縮や、啓蒙活動等によるアプローチ

だけでなく、今後は従業員ごとにデータに

基づく一歩踏み込んだ取り組みも、技術的

には可能になっていくだろう。ただ、従業

員の健康維持が目的とは言え、価値観、プ

ライバシーの領域にどこまで関与すべき

なのかという課題はさらに大きくなりそ

うだ。睡眠改善に向けた取り組みは、会社

と従業員の信頼関係が問われる。

　不眠大国という汚名の返上を果たせるだろ

うか、企業の試行錯誤、創意工夫に期待したい。
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